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2019年9月 



 

1. 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害健康被害補償業務 

2. 補償法に基づく公害健康被害予防事業 

3. 民間団体が行う環境保全に関する活動を支援する助成事業及び 

  振興事業（地球環境基金事業） 

4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成業務 

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく最終処分場維持管理積立金の管理業務 

6. 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく石綿健康被害救済業務 

7. 環境研究総合推進費に係る配分業務等（※H28.10より追加） 

8. １から7の業務の遂行に支障のない範囲内での環境の保全に関する調査研究等 

9. 建設譲渡事業及び貸付事業に係る債権の管理・回収等 

 

環境再生保全機構（ERCA）とは 

業務内容 

環境省所管の独立行政法人 

Environmental Restoration and Conservation Agency 
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①環境研究総合推進費の概要 
②令和2年度新規課題公募の概要 



 環境研究総合推進費とは 

研究開発により環境政策の
推進に寄与 
 
 

地球温暖化の防止、循環型社
会の実現、自然環境との共生、
環境リスク管理等よる安全の
確保など、持続可能な社会構
築のための環境政策の推進に
とって不可欠な科学的知見の
集積及び技術開発の促進 
 

「環境研究・環境技術開発の
推進戦略」（令和元年5月環
境大臣決定）に基づき、重点
課題やその解決に資する
テーマを提示して公募 

産学官の研究者から提案を
募り、外部有識者の審査を経
て採択・実施する環境政策貢
献型の競争的研究資金 

 

 

 
 
 

目的 特徴 

環境省所管の競争的資金 
（H28.10月より配分業務が環境省からERCAに移管） 

環境省が必要とする研究
テーマ等を重視して研究開
発を採択・実施 
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環境基本法 

第5次環境基本計画 
（2018年４月閣議決定） 

第5期科学技術基本計画 
(2016年1月閣議決定) 

環境研究総合推進費
による研究・技術開発 

その他環境省の 
研究・技術開発施策 

国立環境研究所で
の研究・技術開発 

環境研究総合推進費の位置付け 
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統合イノベーション戦略 
（2018年6月閣議決定） 

『Society 5.0』 『地域循環共生圏』 

『社会実装強化 
若手支援（人材育成）』 

科学技術基本法 

次期統合イノベーション戦略 

環境研究・環境技術開発の推進戦略 
（2019年5月策定） 

『 地域循環共生圏 × Society 5.0 』 
○地域循環共生圏がビルトインされた社会を目指し、AI・IoT等の 
 ICTを最大限に活用し、 
 ・持続可能な社会に向けた価値観、ライフスタイルの変革 
 ・グローバルな課題の解決（海洋プラスチックごみ問題への対応） 
  等を支える研究・技術開発等を推進 
○国環研、競争的資金制度の活用により、研究開発成果の社会実装 
（環境政策への貢献）や人材育成（若手研究者の支援）を一層促進 

環境省「環境研究・環境技術開発の推進戦略」 
参考資料より 一部編集 



推進費の研究対象領域 

研究対象領域は、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」（令和元年5月、環境大臣決定）で
示された5領域です。長期（2050年頃）及び中期（2030年頃）を想定して、目指すべき社会像を
想定した上で、各領域において、今後5年間で重点的に取り組むべき課題（16の重点課題）及

び研究・技術開発例が示されています。重点課題に基づき、環境省から環境政策への貢献・
反映を目的とした行政ニーズが毎年提示されます。 
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推進戦略で示された重点課題 

今後5年間で重点的に取り組むべき環境分野の研究・技術開発の課題（重点課題）を提示。 
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推進費の研究スケジュール 

 研究期間が３年以上の研究課題については、中間年度（３年間の研究で
あれば２年目）に委員会（研究部会）による中間評価を行います。このた
め、当該年度の５月までに、中間評価に使用する報告書を提出していた
だきます。なお、中間評価において評価が低かった課題・サブテーマにつ
いては、必要に応じて、研究計画の修正、見直し等を行います。 

 全ての課題について、研究期間終了後に事後評価を行います。このため、
研究が終了した翌年度の５月までに、事後評価に使用する報告書を提出
していただきます。（研究終了年度の3月に終了成果報告会を実施） 
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 推進費の実施体制 
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令和元年度実施課題の概要 

継続課題 新規課題（2019～） 計 

83課題、 
7プロジェクト（戦略） 

59課題、 
2プロジェクト（戦略） 

142課題 
9プロジェクト（戦略） 

③継続・新規 

①研究領域 

統合 気候変動 資源循環 自然共生 安全確保 

21課題 34課題 29課題 25課題 33課題 

（注）戦略的研究開発プロジェクト9課題は上記領域には含まれていない。 

②研究（公募）区分 
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2019年（令和元年度）度実施課題数： 142課題、9プロジェクト 

環境問題 
対応型 

革新型研究開発 
（若手枠） 

次世代 
事業 

戦略的研究開発 
プロジェクトⅠ・Ⅱ 

FS※ 

110課題 29課題 2課題 9プロジェクト 1課題 

※戦略的研究開発（Ⅰ）の研究内容について事前に検討・分析・提案を行うフィージビリティ・スタディー
（FS）研究として実施する課題 



国立・独立行政

法人 

43 

大学 

97 

自治体 

7 

民間 

4 

 
151機関 

令和元年度実施課題の統計資料 
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戦略研究プロ

ジェクト（Ⅰ） 

8億6,006万円 

戦略研究プロ

ジェクト（Ⅱ） 

4億8,584万円 

統合領域 

4億9,155万円 

気候変動領域 

10億6,032万円 

資源循環領域 

5億2,250万円 

自然共生領域 

6億9,694万円 

安全確保領域 

9億2,401円 

総額 
50億4,125万円 
（事務経費を除

く） 

領域別予算額 

1千万円未満 

35件 

1千万～2千万

円未満 

9件 

2千万～4千万

円未満 

76件 

4千万～6千万

円未満 

22件 

8千万～1億円

未満 

4件 

1億円以上 

5件 

プロジェクト 
及び課題総数 

151件 

代表者所属機関数 

予算規模別課題数 
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①環境研究総合推進費の概要 
②令和2年度新規課題公募の概要 



新規課題の公募の概要 

公募区分 
年間研究費の支援規模
(間接経費・消費税込み) 

研究期間 

委託費 

環境問題対応型研究 ４千万円以内 ３年以内 

革新型研究開発（若手枠） ６百万円以内 ３年以内 

戦略的研究開発（Ⅰ）※ ３億円以内 ５年以内 

課題調査型研究※ １千３百万円以内 ２年以内 

戦略的研究開発（Ⅱ）※ 1億円以内 ３年以内 

補助金 次世代事業（補助率1/2） ２億円以内 ３年以内 

【公募期間】2019年9月27日（金）～11月1日（金） 

【応募方法】府省共通研究開発管理システム（e-Rad）にて受付 
【公募要領及び申請書等】ERCAの推進費ウェブサイトから入手可 

環境問題対応型研究：重点課題に提示した環境問題の解決に資する研究課題を公募 

革新型研究開発（若手枠）：新規性・独創性・革新性に重点を置いた若手研究者が対象（研究開始時点で研究代表者及び分担者が40歳未満） 
戦略的研究開発（Ⅰ、Ⅱ）：環境省が提示した戦略研究テーマを構成する研究課題を公募 

課題調査型研究：戦略的研究開発（Ⅰ）の研究内容について事前に検討・分析・提案を行うフィージビリティ・スタディー（FS）研究として実施 

次世代事業：環境問題対応型研究で得られた技術開発または推進戦略において重点的に取り組むべき課題の解決に資する技術開発であって、産学連携等に

より、実証・実用化を図る事業が対象    13 

※研究テーマは環境省が設定 



公募の対象（公募研究領域と重点課題） 

応募に当たっては、推進戦略にある以下の16個の重点課題のいづれかに該当・選択する
必要があります（必須）。 



行政ニーズ（統合領域） 

重点課題の他にも、毎年の新規課題公募に当たって、環境省が特
に提案を求める研究テーマを行政ニーズ（34個）として公表していま

す。行政ニーズに該当する場合は、申請書において該当するものを
選択をしてください。 

統合領域（５個） 

研究開発テーマ 重点課題 

1-1 「地域循環共生圏」の創造に向けた理論の構築と地域での実証 ①、② 

1-2 
「人に心地の良い感覚環境」の実証的検証に基づく「より一層望ましいライフスタ
イル」の構築に向けた研究 

③、② 

1-3 
AI等のICTを活用した適正かつ円滑・迅速な災害廃棄物処理体制の構築に係る
研究 

⑤ 

1-4 
地域循環共生圏・Society5.0を踏まえた新たな長期シナリオによる脱炭素社会
への道筋の研究 

②、⑦ 

1-5 脱炭素社会に向けた技術予測等の不確実性の評価に関する研究 ②、⑦ 



行政ニーズ（気候変動領域、資源循環領域） 

研究開発テーマ 重点課題 

2-1 風力発電等の再生可能エネルギー大量導入に向けた環境影響評価手法の研究・開発 ⑦、⑬ 

2-2 気候変動に関わる北極域におけるブラックカーボンエアロゾルの動態解明と影響評価 ⑨ 

2-3 メタンの排出削減による統合的な温暖化抑止効果の評価と対策オプションの検討 ⑧、⑨ 

2-4 地域特性に応じた気候変動影響及び適応策に関する研究 ⑧、① 

研究開発テーマ 重点課題 

3-1 持続可能な資源生産性の長期目標の設定と達成シナリオの開発に関する研究 ⑪ 

3-2 現行の一般廃棄物処理システムにおける運営課題の将来予測及びその指標化に関する研究 ⑫ 

3-3 
一般廃棄物の質の変化に対応した一般廃棄物エネルギーの安定的な回収及び有効活用に関
する研究 

⑩ 

3-4 
AI・IoT技術による自動ごみ収集を視野に入れた一般廃棄物の自動収集要素の高度化・効率化

に関する研究 
⑫ 

3-5 
地域循環共生圏の形成に向けたバイオマス廃棄物等を対象とした処理プロセスのより一層の高
度化に関する研究 

⑩ 

3-6 温室効果ガスに配慮した管理型埋立処分場の浸出水処理に関する研究 ⑩ 

資源循環領域（６個） 

気候変動領域（４個） 



行政ニーズ（自然共生領域、安全確保領域） 

研究開発テーマ 重点課題 

4-1 特定鳥獣の生態特性に応じた効果的・効率的な管理手法に係る技術開発に関する研究 ⑬ 
4-2 侵略的外来種の早期発見・早期防除技術等の開発 ⑬ 

4-3 
絶滅危惧種の新種記載及び国内希少野生動植物の同定の簡便化に対応するDNAバーコード・ライブラリの充

実促進等に向けた研究 ⑬ 

4-4 希少野生動植物種の保全のための二次的自然の維持管理手法の検討 ⑭ 

4-5 
国立公園等の豊かな自然環境から供給される生態系サービスがもたらす、健康に与える影響・効果に関する
評価 ⑭ 

4-6 国立公園における利用と保護の両立を図る公園計画策定手法の開発 ⑭、⑬ 
4-7 ニホンライチョウの生息・繁殖状況把握における低環境負荷及び省力的モニタリング手法の開発 ⑬、⑧ 

自然共生領域（７個） 

研究開発テーマ 重点課題 

5-1 子どもの化学物質ばく露低減策に活用可能なばく露シナリオの解明 ⑮ 
5-2 底層溶存酸素量が生物種の個体群の維持に与える影響とその評価手法の開発 ⑮、⑯ 
5-3 大腸菌等に関する起源解析手法の開発及びその活用に関する研究 ⑮、⑯ 
5-4 健全な水循環を可能とする持続可能な地下水の保全・利用等に関する評価技術の構築に関する研究 ⑯ 
5-5 自動車から排出されるタイヤ粉塵に対する新たな排出量評価法の研究 ⑯、⑥ 
5-6 実環境における高騒音車両を自動で特定するシステムの開発及び活用 ⑯、⑮ 
5-7 複合的な騒音による人への影響に着目した騒音曝露の推計手法の確立 ⑮、⑯ 
5-8 将来の気候変動が黄砂に与える影響の評価に関する研究 ⑯、⑧ 
5-9 PM2.5及びOxの総合的な削減シナリオ・技術の特定と対策コストの評価 ⑯、④ 

5-10 
成分組成の差異を踏まえた微小粒子状物質（PM2.5）等大気汚染物質の循環器系への健康影響に関する毒

性学的研究 ⑮ 

5-11 浅い水域における水草類の異常繁茂の原因究明及び気候変動の影響を踏まえた適応策の検討 ⑯、⑧ 
5-12 複数の水質項目間の関係性を踏まえた総合的な湖沼環境評価手法に関する研究 ⑯、⑭ 

安全確保領域（１２個） 



特に提案を求める研究開発テーマ 
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 研究領域ごとに策定された行政ニーズに適合する研究開発の他、
①～➂の課題を重点的に募集します。 
 
①推進戦略を踏まえ、第五次環境基本計画※1 （平成30年4月閣議決
定）に示された地域循環共生圏及び統合イノベーション戦略2019 ※2

（令和元年6月閣議決定）に示されたSociety5.0※3の実現に向けた課
題 

 
②気候変動適応法※4（平成30年6月公布）を踏まえた、気候変動の影
響への適応に関する研究課題のうち、地方公共団体、大学、研究
機関など、地域の関係者が連携して行い、他地域の適応策にも貢
献しうる研究課題 

※1 第五次環境基本計画 https://www.env.go.jp/press/files/jp/108982.pdf 
※2 統合イノベーション戦略2019 https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html 
※3 Society5.0・・・サイバー空間とフィジカル（実現）空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の

解決を両立する、人間中心の社会 
※4 気候変動適応法 https://www.env.go.jp/earth/tekiou.html 
 
 

https://www.env.go.jp/press/files/jp/108982.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html
https://www.env.go.jp/earth/tekiou.html


地域循環共生圏とは 

出典：環境省HP 地域循環共生圏（日本発の脱炭素化・SDGs構想） 19 



～地域循環共生圏とSociety5.0～ 

出典：環境省「環境研究・環境技術開発の推進戦略」 参考資料 20 



～環境分野におけるICT活用の例～ 

環境省「環境研究・環境技術開発の推進戦略」 参考資料よりERCA作成 

21 



特に提案を求める研究開発テーマ 
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➂推進戦略に掲げる重点課題の解決に資する技術開発の成果の社
会実装を進めるため、それらの実用可能性の検証を行う課題（環境
問題対応型研究（技術実証型））や実証・実用化を図る事業（次世代
事業） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊基礎、応用研究によって得られた技術開発成果の社会実装を目指して、当該技術の実
用可能性の検証等を行う課題。 
 



審査の観点 

応募課題の審査は、以下の３つの観点から総合的に行われます。 

①必要性（環境行政上の意義、科学的・技術的意義） 

②効率性（研究体制・研究計画の妥当性・研究経費の妥当性） 

③有効性（目標の達成可能性・期待値、成果の波及・貢献度等） 

23 

以下の課題は審査において加点または加点が考慮されます。 
 環境省各部局/課室が行政推薦（※）する課題（行政推薦課題） 
 経済財政運営と改革の基本方針2019（骨太方針）の環境関連  
   項目に該当する課題 

 ※応募課題の第一次審査に際し、環境省内で行政施策への貢献度が高いと評価される研究
計画に対して、推薦を受け付ける仕組みを設けています。 

行政推薦がなされた場合は、審査に当たって加点要素となるとともに、研究開始後環境省担
当者との積極的な情報交換等が求められます。 



環境問題対応型研究について 

○個別又は複数の環境問題の解決に資する研究プロジェクトです。 
 

○令和２年度より、技術開発を目的とする課題として、新たに技術実証型（基礎、
応用研究によって得られた技術開発成果の社会実装を目指して、当該、技術開発
の実用可能性の検証等を行う課題）の区分を設けて公募をします。 
 
○1年間で最大4,000万円の研究課題を実施しています。（研究期間は最大で3年） 

環境問題対応型の特徴 

採択の実績 

平成30年度：39課題（採択率15.9％） 平成31年度：59課題（採択率19.2％） 
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申請者が研究テーマを設定して応募する一般的な公募区分です！ 



革新型研究開発（若手枠）について 

若手研究者の応募を積極的に採択しています！ 

○新規性・独創性・革新性に重点を置いた若手研究者向けの募集枠です。 
 
○研究代表者及び研究分担者のすべてが研究開始時点で40歳未満であることが 
  要件です。 
 
○1年間で最大600万円の研究課題を実施しています。（研究期間は最大で3年） 

若手枠の特徴 

採択の実績 

若手枠については、平成30年度より一定の予算枠を設けて重点的に採択 
平成30年度：10課題（採択率21.3％） 平成31年度：15課題（採択率42.9％） 
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戦略的研究開発（Ⅰ）及び（Ⅱ）について 

 環境省が公募方針を定めて、研究プロジェクトを構成する研究テーマとサブ
テーマを提示し、研究課題（サブテーマ）を公募します！ 

○我が国が世界に先駆けて又は国際的な情勢を踏まえて、特に先導的に重点化して進めるべき大
規模研究プロジェクト、又は個別研究の統合化・シナリオ化を行うことによって先導的な成果を上げる
ことが期待される統合的な大規模研究プロジェクトです。研究期間は5年以内です。 

予算規模： プロジェクト全体で年間総額3億円以内 

戦略的研究開発（Ⅰ）の特徴 

【戦略的研究開発（Ⅰ）】 
・気候変動影響予測・適応評価の総合的研究（S-18） 

【戦略的研究開発（Ⅱ）】 
・水俣条約の有効性評価に資するグローバル水銀挙動のモデル化及び介入シナリオ策定（SⅡ-6） 
・新たな海洋保護区（沖合海底自然環境保全地域）管理のための深海を対象とした生物多様性 
モニタリング技術開発（SⅡ-7） 

※公募の詳細については、公募要領別添資料をご覧ください。 
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○特に短期間（３年以内）で重点的に進めるべき中規模の戦略的研究プロジェクトです。 
予算規模： プロジェクト全体で年間総額１億円以内 

戦略的研究開発（Ⅱ）の特徴 

令和二年度新規課題の募集を行う研究プロジェクト 



課題調査型研究について 

戦略的研究開発（Ⅰ）の形成に先立ち、研究計画や研究体制の 
構築について検討するためのフィージビリティスタディです！ 

○戦略的研究開発（Ⅰ）の形成に先立ち、適切な戦略研究の実施可能性を検討するた
め、実施の具体的方途について事前に検討・分析・提案を行う研究を公募します。 

○最終的に戦略的研究開発（Ⅰ）としての研究プロジェクトを実施するかどうかについ
ては、研究成果により評価・決定されます。 

○1年間で最大1300万円の研究課題を実施しています。研究期間は２年以内の範囲
で設定可能ですが、1年間を基本とします。 

課題調査型研究の特徴 

令和二年度の募集 

・海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた総合的政策（１－６） 

・短寿命気候強制因子による気候変動・水循環等への影響に対応する
適応・緩和策推進（２－５） 
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次世代事業（補助金）について 

技術開発成果の実証・実用化を図る事業です！ 
今年度より全ての研究領域を対象とします！ 

○環境問題対応型研究で得られた技術開発または推進戦略において重点的に取り
組むべき課題の解決に資する技術開発であって、産学連携等により、実証・実用化
を図る事業です。 
 

○基礎研究及び応用研究が終了しており、必要最小限の設備による技術の実証を
するものであり、既に開発された技術を用いた施設の整備を対象としたものではあり
ません。 
 
○1年間で最大2億円の研究課題を実施しています。ただし、交付されるのは補助対
象経費の1/2以下の金額となります。（研究期間は最大で3年） 

次世代事業（補助金）の特徴 

変更点 

・従来、公募対象としていた廃棄物の適正処理及び循環型社会の形成推
進に関する実証・実用化事業（資源循環領域）に加え、令和2年度より全
ての研究対象領域における事業を対象とします。 
 
・研究代表者又は研究分担者に民間企業の参画が必要 
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研究体制としては、以下の３パターンがあります。 
 
①サブテーマを設定せず、同一の研究機関に所属する研究者（１名でも可）で構成
する研究体制で応募  
 

②サブテーマを設定し、１つのサブテーマを単独の研究機関が実施する研究体制
で応募   

  

③サブテーマを設定し、１つのサブテーマを複数の研究機関にまたがって構成する  
研究体制で応募 

 

いずれの場合も、応募は研究代表者が行い、研究代表者は応募内容及びヒアリン
グ等の審査過程での連絡・対応について、総括的な責任を有していただきます。
（研究代表者は必ずいずれかのサブテーマリーダーになります。）     

パターン１ 

パターン２ 

研究体制 
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研究体制 研究契約 

１サブテーマを１研究機関が担当 

ERCA 

研究代表機関 
（A大学） 

委託研究契約 

研究分担機関 
（B大学） 

研究分担機関 
（C株式会社） 

共同実施契約 

サブテーマ１ 

研究代表者 
（A大学） 

サブテーマ2 

サブテーマリーダー 
（B大学） 

サブテーマ3 

サブテーマリーダー 
（C株式会社） 

パターン１：１サブテーマを１研究機関が担当する場合 

研究の実施体制と研究契約体制 
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※ 

※次世代事業を除く 



研究体制については、効率性の観点から評価に関わりますので、適切なサブテーマ
数、参画機関数を設定してください。 

研究の実施体制と研究契約体制 

研究体制 研究契約 

 原則１サブテーマを１研究機関が担当
するが、必要に応じて１サブテーマに複
数機関が参画可能。 

ERCA 

研究代表機関 
（A大学） 

委託研究契約 

研究分担機関 
（B大学） 

研究分担機関 
（C株式会社） 

サブテーマ１ 
共同実施契約 

サブテーマ１ 

研究代表者 
（A大学） 

研究分担者 
（D研究所） 

サブテーマ2 

サブテーマリーダー 
（B大学） 

研究分担者 
（E大学） 

サブテーマ3 

サブテーマリーダー 
（C株式会社） 

研究分担機関 
（E大学） 

研究分担機関 
（D研究所） 

サブテーマ３ 
共同実施契約 

サブテーマ２ 
共同実施契約 

（３者間） 
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パターン２：１サブテーマを複数研究機関が担当する場合 



所属機関に係る応募要件 

①研究代表者 

 日本国内において、原則として環境に関する研究を実施する能力のある下記の機関に所属
している研究者であること（国籍は問わない）。ただし、常勤・非常勤を問わず、予定される研究
期間（例えば、環境問題対応型研究の場合は３年間）について所属研究機関が雇用の責任を
負うことが保証されていること。 
イ 国及び地方公共団体の試験研究機関 
ロ 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学、高等専門学校及びその附属研究機関  
  （高等学校は含まない） 
ハ 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第3項に規定する国立研究開発法人 
ニ 法律に基づき直接設立された法人、民間企業の研究所、その他の団体等、日本の法人格 
    を有しているものであって、研究に関する業務を行うもの 

 なお、「所属」とは雇用契約等の手段により所属機関として研究者に一定の責任を持つことを
意味し、単に委員委嘱等により当該研究機関の活動に参画している場合は含まない。また、社
会通念上学業に専念すべき大学院生等の学生は研究代表者として認められない。なお、上記
「二」に該当する機関の場合は、法人登記簿抄本の写し等の提出を求めることがある。 
 
②研究分担者 
 応募時点又は推進費委託契約締結時点（研究開始年度の5～6月頃）で①の研究機関に所
属予定の研究者 
 

   その他の応募要件については最新の公募要領をご確認ください。 
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申請書作成に当たって① 

 「研究内容における新規性がみえにくい」 

評価委員からのよくあるコメント 

「行政ニーズ/環境政策等への貢献」 
「研究の独創性・新規性」の欄で十分な説明をお願いします。 
（「行政貢献」「研究の新規性」両方重要です） 

「研究計画・方法」の欄で構成するサブテーマや研究分担
者を設ける必然性、それらの間の有機的な関係性につい
て十分な説明をお願いします。 

 「研究成果が、環境行政にどのように貢献するのか、
具体的な貢献の姿がみえにくい（推進費で実施する必
要性がみえにくい）」 

 「研究体制の妥当性がみえにくい」 
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重点課題（選択必須） 行政ニーズ（任意） 

環境分野において今後

取り組むべき研究・技術

開発の課題 

【中期的（～2024年）】 

（研究内容が合致 

することが必須。 

申請書で要選択） 

毎年の推進費の新規課題

公募において特に提案を

求める研究テーマ 

【短期的（１年ごと）】 

 

 

 

 

申請書作成に当たって② 

（環境問題対応型研究・革新型研究開発・次世代事業のみ） 

 申請書には該当する１６の重点課題のいずれかを必ず記入し
てください。また、主に該当する重点課題の属する研究領域を
記入していただきます。ただし、申請内容によって研究領域を
変更させていただく場合があります。 

 該当する行政ニーズの選択は任意です。 
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申請に関してよくある質問 

Ｑ：サブテーマは必ず設定しなければならないのでしょうか。 
Ａ：同一の研究機関に所属する研究者で構成する研究体制で応募する場合は、設
定する必要はありません。 
 
Ｑ：サブテーマはいくつまで設定することができますか。また、分担者は何人まで増
やして良いのでしょうか。 
Ａ：サブテーマの設定や分担者の人数に制限はありません。ただし、研究体制は審
査の対象となりますので、研究目的の達成上、欠かせないサブテーマ数と人員に
限定してください。 
 
Ｑ：行政推薦について、行政ニーズに合致している場合のみ推薦されるのでしょう
か。 
Ａ：行政ニーズに合致していなくても、環境省の担当課室が実施すべきと考える課
題は、行政推薦がつくことがあります。 
 
Ｑ：海外の研究機関との共同研究はできますか。 
Ａ：契約を行う研究代表者、研究分担者にはなれませんが、それ以外の研究協力
者としての参画は可能です。 



その他の留意事項 

（全公募区分共通） 
 e-Radの登録は早めにお願いします。また、申請書〆日には申請

が集中し、受付処理が滞ることがありますので十分な余裕をもって
手続きをお願いします。 

 公募区分によってe-Radの入り口が異なりますのでご注意ください。 

 審査の結果は合否に関わらず郵送またはメールにて研究代表者
宛に通知します。 

（委託費のみ） 

 採択後は委託研究契約・共同実施契約を締結する必要があるた
め、あらかじめ所属研究機関の会計担当部門の了承を得た上で 

  申請を行ってください。 
 ○参考：契約書雛形等（内容が変更となる場合があります） 
   https://www.erca.go.jp/suishinhi/keiyaku/ 



採択審査～研究実施の流れ 

 公募締切り後は、年内に一次審査（書面）を行い、一次審査を通過した課
題を対象に年明けに二次審査（ヒアリング） を実施いたします。 

 採択後は、公募区分や研究機関に応じて、委託費または補助金により機
構が交付します。 

 委託費の場合、研究代表機関は、５月までに機構と委託研究契約を締結
し、契約に従って研究を実施していただきます。またサブテーマを実施す
る共同実施機関は、研究代表機関と共同実施契約を締結していただきま
す。なお、契約日にかかわらず、４月１日から研究を開始できます。 



お問い合わせ先 
お問い合わせ内容 担当部局/連絡先 

環境研究総合推進費全般について 
（独）環境再生保全機構 
   環境研究総合推進部研究推進課 
erca-suishinhi@erca.go.jp 

重点課題及び行政ニーズについて 
環境省大臣官房環境研究技術室 
so-suishin@env.go.jp 

府省共通研究開発管理システム 
（e-Rad）の操作方法等について 

e-Radヘルプデスク 0570-066-877  
（9:00～18:00（平日）） 
https://www.e-rad.go.jp/contact.html 

【最寄駅からのアクセス】 
・東京メトロ有楽町線「麹町駅」（2番出口）より徒歩約5分 
・JR「四ツ谷駅」より徒歩約8分 
・東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」（D出口）より   
 徒歩約9分 
・東京メトロ半蔵門線・有楽町線・南北線「永田町駅」 
 （7番出口）より徒歩約10分 
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